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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リングレール（１）を備えたリング精紡機であって、該リングレール（１）には、複数
の紡績リング（２）が配置されており、該紡績リング（２）にはそれぞれ１つのリングト
ラベラ（３）が滑走するように支持されており、該リングトラベラ（３）の運動を検出す
るセンサ（４）が設けられており、隣り合う２つの紡績リング（２）の間には、前記リン
グレール（１）の上方で、前記リングレール（１）の上昇時に該リングレール（１）に対
する間隔が一定のままであるように、セパレータ（６）が配置されており、前記センサ（
４）は前記セパレータ（６）の下側の領域に配置されている、リング精紡機において、
　前記センサは、マイクロフォン（４）として形成されており、かつ該セパレータ（６）
によって保持されており、
　前記マイクロフォン（４）は、ブラケット（７）に配置されており、該ブラケット（７
）は、前記セパレータ（６）に設けられたスリットに嵌め込まれており、
　前記ブラケット（７）に１つの表示手段（８）が配置されていて、該表示手段（８）は
、前記リングトラベラ（３）の運動の停止を表示するものであって、該ブラケットの、オ
ペレータに向いた側に配置されており、前記ブラケット（７）に、隣の紡績リングの前記
リングトラベラの運動を検出する第２のマイクロフォン（５）が配置されており、前記ブ
ラケット（７）に配置されている前記表示手段（８）は、前記マイクロフォン（４）又は
前記第２のマイクロフォン（５）によって検出された、隣り合う両リングトラベラ（３）
のうちの一方のリングトラベラの運動の停止を表示するものであって、前記両リングトラ
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ベラ（３）にとって共有のものであることを特徴とする、リング精紡機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リングレールを備えたリング精紡機であって、リングレールには複数の紡績
リングが配置されており、これらの紡績リングには、それぞれ１つのリングトラベラが滑
走するように支持されている、リング精紡機に関する。リングトラベラの運動を検出する
センサが存在する。隣り合う２つの紡績リングの間にはリングレールの上方で、仕切りも
しくはセパレータが、リングレールの上昇時に該リングレールに対する間隔が一定のまま
であるように配置されている。
【背景技術】
【０００２】
　欧州特許出願公開第１０５２３１４号明細書は、リング精紡機のためのセンサシステム
を開示している。リングレールには複数の紡績リングが取り付けられている。これらの紡
績リングでリングトラベラが走行する。紡績中に、リングトラベラは糸によって駆動され
、回転させられる。センサは、リングトラベラの運動を検出する。このようにして、糸切
れが検出され得る。スピンドルの近傍には、表示手段が配置されている。この表示手段は
オペレータに糸切れを表示する。センサは、リングレールに取り付けられている。種々の
測定原理で作動する種々のセンサが説明される。リングトラベラの運動を非接触に検知す
る最も慣用である方法は、磁気センサの使用である。しかし、振動センサ、光学センサま
たは音響センサを使用することも可能である。
【０００３】
　スイス国特許発明第６７１０４０号明細書によれば、リングトラベラの運動を検出する
誘導センサがリングレールから分離されて、それぞれ１つの保持体を介して、リングレー
ルに対して平行に延びる軸部に配置されている。この場合、この軸部は、セパレータを支
持する軸部であってよい。
【０００４】
　セパレータは、バルーンセパレータまたはディスクセパレータとも呼ばれる。セパレー
タは、金属またはプラスチックから成る分離プレートであり、相並んで配置された２つの
スピンドルの間にリングレールの上方で配置されている。セパレータは、隣り合う２つの
スピンドルの、紡績時に形成される糸バルーンが妨害し合うことを阻止する。隣のスピン
ドルにおいて破断した糸によるバルーンの妨害も阻止される。
【０００５】
　センサを別の軸部に取り付けることによって、リングレールへのアクセス性が改善され
る。センサを備えた軸部は、後方に折り畳まれ得る。これによって、リングレールが解放
され、センサは、リングレールにおける作業時に損傷され得ない。センサが、軸部に結合
された保持体に取り付けられているので、センサの調整は簡略化されている。
【０００６】
　旧東ドイツ国専用特許第２９３１５２号明細書は、隣り合う２つのスピンドルのリング
トラベラの運動を検出するための２つの誘導センサを備えるセンサ構造ユニットを開示し
ている。センサが各リングトラベラに到達することができるように、センサ構造ユニット
のケーシングは、紡績箇所を分離するセパレータを取り囲んで配置されている。このこと
は、ケーシングの相応の複雑さを要求する。ケーシングは、リングレールにおける差込箇
所または機械的なケーブル通路に位置固定される。センサは、紡績リングの近傍に配置さ
れている。紡績リングへのアクセス性は少なくとも制限されている。紡績リングへのアク
セス性は、摩耗した紡績リングもしくはリングトラベラの交換時に必要となるだけではな
く、各糸切れ処理時にも必要となる。紡績を再開するために、オペレータはリングトラベ
ラを手動で適当な位置に移動させ、このためにはオペレータは指を紡績リングに沿って動
かす。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１０５２３１４号明細書
【特許文献２】スイス国特許発明第６７１０４０号明細書
【特許文献３】旧東ドイツ国専用特許第２９３１５２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、紡績リングおよびリングトラベラへのアクセス性およびセンサの保護
をさらに改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題を解決した本発明による構成では、センサがマイクロフォンとして形成されて
おり、セパレータの下側の領域に配置されていて、かつ該セパレータにより保持されてい
るようにした。
【発明の効果】
【００１０】
　セパレータにおけるセンサの配置により、センサ自体は紡績リングへのアクセス性をも
はや妨害しない。セパレータは、通常、糸バルーンを制限するために必要であり、したが
ってもともと存在している構成要素である。センサのための別個の保持体は不要となる。
しかし、セパレータは、慣用の誘導センサに比べて、紡績リングに対して大きな間隔を有
している。糸バルーンを形成することができるように、セパレータ同士のある程度の間隔
は必要である。誘導センサは、その測定原理に基づいて、紡績リングの近傍に配置されて
いなければならない。さらに、間隔は極めて正確に調節されなければならない。誘導セン
サはさらに磁界を形成するコイルを有している。これにより、相応する重量が生じる。セ
パレータに誘導センサを配置することは、誘導センサに関連して不可能である。なぜなら
ば、誘導センサの重量と、紡績リングからのセパレータの間隔とが大きすぎるからである
。本発明は、音響センサが著しく軽量であり、紡績リングから比較的大きな間隔で配置さ
れ得る、という認識に基づいている。したがって、マイクロフォンは、その大きさによっ
ても重量によってもセパレータに負荷をかけない。紡績リングからのセパレータの比較的
大きな間隔は、音響センサにとって問題とならず、同時にセンサのための保護を提供する
。さらに音響センサは、該音響センサが間隔の変動に対して鈍感である、つまり間隔の変
動の影響をほとんど受けないという利点を有している。したがって、同一の装置を、種々
の大きさの紡績リングと共に使用することができる。さらに、磁性ではないリングトラベ
ラも使用され得る。したがって本発明による測定装置は、付加的にリング精紡機の融通性
も高める。
【００１１】
　マイクロフォンは、セパレータの下方にまたはセパレータの側面に配置されていてよい
。マイクロフォンをセパレータ内に嵌め込むことも可能である。いずれの場合も、マイク
ロフォンは、紡績リングの方向に向いている。
【００１２】
　マイクロフォンは、ブラケット（Platine）に配置されていてよい。ブラケットはセパ
レータに設けられたスリットに嵌め込まれている。ブラケットには、さらにマイクロフォ
ンのための評価エレクトロニクスが取り付けられていてよい。
【００１３】
　マイクロフォンまたはマイクロフォンを備えたブラケットがセパレータに嵌め込まれて
いる場合、セパレータは同時にケーシングとして機能し、これによりセンサを接触から保
護する。セパレータの下方におけるマイクロフォンの配置も接触からの保護をもたらす。
【００１４】
　セパレータに嵌め込まれたブラケットには、隣の紡績リングのリングトラベラの運動を
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検出する第２のマイクロフォンが配置されていてよい。このような態様では、２つ毎のセ
パレータだけが１つのブラケットを有している。両マイクロフォンは、１つのブラケット
を共有するだけではなく、評価エレクトロニクス、電圧供給部等も一緒に使用することが
できる。
【００１５】
　ブラケットには、好適には表示手段が配置されている。この表示手段は、リングトラベ
ラの運動の停止を表示する。これによって、リング精紡機の多数の紡績箇所から糸切れを
有する紡績箇所を確認し、紡績を再開することがオペレータにとって容易となる。
【００１６】
　ブラケットに２つのマイクロフォンが配置されている場合、１つの表示手段が、両リン
グトラベラのうちの一方のリングトラベラの運動の停止を表示することができる。つまり
、２つの紡績箇所は、１つの表示手段を共有している。これによって、リング精紡機の、
糸切れを表示する表示手段の総数が半減され得る。オペレータを案内するためには、２つ
の紡績箇所に対して１つの表示手段で完全に十分である。オペレータが表示手段の領域に
到達した場合、作業の必要な作業箇所は容易に認識可能である。
【００１７】
　本発明はさらにリング精紡機用のセパレータに関する。セパレータの下側の領域にはリ
ングトラベラの運動を検出するマイクロフォンが配置されている。マイクロフォンはこの
場合セパレータによって保持されている。
【００１８】
　本発明を以下に図面に示された実施の形態につき詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るリング精紡機の概略的な部分図である。
【図２】組み込まれたマイクロフォンを備えるセパレータを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、リング精紡機のリングレール１を平面図で示している。リングレール１は、紡
績リング２を有している。紡績リング２にはそれぞれ１つのリングトラベラ３が回転可能
に支持されている。リングレール１の上方には、セパレータ６が配置されている。セパレ
ータ６は２つの紡績リング２の間もしくはリング精紡機の２つの紡績箇所の間に配置され
ていて、これにより、リング紡績時に形成される糸バルーンを制限し、かつ隣り合う紡績
箇所の糸バルーン同士の接触を阻止することができる。セパレータ６は、紡績運転中にリ
ングレール１と一緒に昇降運動する。
【００２１】
　セパレータ６は、図１および図２から判るように、別部材としてのブラケット（Platin
e）７を有している。図２はセパレータ６を側面図で示している。ブラケット７は、セパ
レータ６の下側の領域に配置されている。つまり、ブラケット７は、セパレータ６の、リ
ングレール１に面した端部に位置している。セパレータ６の下側の領域におけるブラケッ
ト７の配置は、紡績リング２に対する所要の近さに起因する。ブラケット７は、２つのマ
イクロフォン４，５を有している。これらのマイクロフォン４，５はそれぞれ、該マイク
ロフォン４，５が紡績リングの方向に向いているように、配置されている。マイクロフォ
ン４，５は、リングトラベラ３の運動を検出する。運動信号の停止時に糸切れが推測され
得る。図示されたブラケット７を用いて隣り合う２つのリングトラベラ３の運動が検出さ
れ得るので、図示の実施の形態では２つ毎のセパレータ６にだけブラケット７が装着され
ている。
【００２２】
　さらにブラケット７は、評価ユニット（図示せず）を有していてよい。ブラケット７は
、接続部１０を介して電圧供給部およびリング精紡機の中央制御ユニットに接続され得る
。さらに、ブラケット７の、オペレータに向いた側にはＬＥＤ８が配置されている。ＬＥ
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Ｄ８は表示手段として働く。評価ユニットは、両マイクロフォン４，５の信号を評価する
。両リングトラベラのうちの一方のリングトラベラの運動が欠如している、つまり停止し
ていることが検出されると、ＬＥＤが点灯して、オペレータに対して糸切れを表示する。
本実施の形態では２つの紡績箇所が１つのＬＥＤ８を共有している。
【００２３】
　ブラケット７は、セパレータ６に設けられたスリット内に嵌め込まれている。したがっ
て、セパレータ６は同時にブラケット７のためのケーシングとして働き、したがってマイ
クロフォン４，５を保護する。マイクロフォン４，５のためには、セパレータ６の側面に
それぞれ１つの小さな開口が設けられている。この開口を通じて音波が通過することがで
きる。セパレータ６の、オペレータに向かう正面にはＬＥＤ８のための開口が設けられて
いる。ＬＥＤ８のためには、透明なカバー９が設けられている。反対に位置する側、つま
りオペレータとは反対に位置する側の背面には、ブラケット７の接続部１０が突出してい
る。
【００２４】
　本発明よる装置により、紡績リング２におけるメンテナンス作業は妨害されない。セン
サ４，５に接することなく、リングトラベラ３は問題なく交換され、糸破断処理が実施さ
れ得る。センサ４，５は、セパレータ６により保護されている。
【００２５】
　図面は、本発明の可能な１つの実施の形態を示しているだけである。多数の変化形も可
能である。したがって、マイクロフォン４，５だけがセパレータ６に配置されているか、
またはセパレータ６内に配置されていてもよい。各セパレータ６は、単に１つのマイクロ
フォン４，５を有していてもよい。マイクロフォン４，５は、セパレータの下方に配置さ
れていてよく、つまりセパレータ６とリングレール１との間の領域に配置されていてもよ
い。
【符号の説明】
【００２６】
　１　リングレール
　２　紡績リング
　３　リングトラベラ
　４，５　センサ、マイクロフォン
　６　セパレータ
　７　ブラケット
　８　表示手段
　９　カバー
　１０　接続部
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